
令和8年第2回相模原市中央区選挙管理委員会会議録

1 会議の日時及び開催場所 相模原市区選挙管理委員会規程第9条第2項の規定によりここに署名する。

午前10時00分 ～ 午前10時40分

　　 会議室棟2階 第12会議室

2 出席委員の氏名 　

山　口　敏　夫

　　 奥　山　憲　雄 　

　　 田　村　和　顕

　　 西　原　教　子 　

3 説明のため出席した職員

　　　　　 兼　杉　千　秋

　　　　　　 並　木　克　之

　　　 大　塚　浩　徳

　　　 白　石　竜太郎

4 議案

(1) 議案第12号 在外選挙人名簿への登録の移転をする者を定めることについて

上記原案のとおり可決決定

<主な意見・質疑等>

なし

(2) 議案第13号

上記原案のとおり可決決定

<主な意見・質疑等>

なし

(3) 議案第14号 開票管理者及び同職務代理者を選任することについて

上記原案のとおり可決決定

<主な意見・質疑等>

なし

(4) 議案第15号 期日前投票所の設置並びに期日前投票所の投票時間の繰上及び繰下について
上記原案のとおり可決決定

<主な意見・質疑等>

： 今回、駅前の投票所は開設しないのか。

：

(5) 議案第16号
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>
なし

(6) 議案第17号
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>
なし

(7) 議案第18号
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>

： 直近の第２７回参議院通常選挙から変更した投票所はあるのか。
：

今回は、急な選挙であり、会場借用の調整が難しかったことから、駅前
投票所（市民ギャラリー）の開設は行わない。

第２９投票区が共和小学校体育館から中央支援学校体育館に変更するなど数
か所変更している。第２９投票区は体育館が改修工事により使用できず、教
室等でも十分なスペースが確保できないことから、中央支援学校体育館を借
用するもの。
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(8) 議案第19号

上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>
なし

(9) 議案第20号
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>
なし

(10) 議案第21号 開票の日時及び場所を定めることについて
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>

：

：

(11) 議案第22号
上記原案のとおり可決決定
<主な意見・質疑等>
なし

5 会議の公開について

(1) 公開並びに非公開の決定

会議冒頭において会議の全部を公開とする決定をした。

(2) 傍聴人の数

1 名

事務局
中央区が中体育室を使用できないため変更となるもの。現在、相模原市立総
合体育館大体育室（以下、大体育室）が床面改装中である。従来、南区が大
体育室を開票場所として使用していたが、南区内で代替場所が見つからな
かったため、南区が中体育室で開票を行うことなった。中央区は中体育室が
使用できないため、前回の衆議院議員総選挙で開票会場として使用した和泉
短期大体育館を借用することとした。

委　員 今回、開票場所が相模原市立総合体育館中体育室（以下、中体育室）から和
泉短期大学体育館に変更となったが、その理由を伺いたい。

開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めることについて

不在者投票用紙等の公示日前発送開始日を定めることについて

候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めるこ
とについて



相模原市区選挙管理委員会規程第9条第2項の規定によりここに署名する。
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